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          ＜連絡先＞ 

           担 当 部 署 名        南部町役場 産業振興課 

                      所 在 地        山梨県南巨摩郡南部町内船 4473-1 

           電 話 番 号        ０５５６－６４－４８３９ 

                      Ｆ Ａ Ｘ 番 号        ０５５６－６４－３１１６ 

           メールアドレス kondou-y@town.yamanashi-nanbu.lg.jp 

 

 

（注）１ 共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画主

体には（代表）と記入する。 

２ 被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。 

 



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ・ｱﾗｲｸﾞﾏ 

・ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ・ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ 

 計画期間   平成２９年度～平成３１年度 

 対象地域  南部町全域 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 

   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村名 

を記入する。 

 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 
 

（１）被害の現状（平成２７年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

 

イノシシ 

 

水稲 

 いも類 

 野菜類 

 132a   1,448千円 

  25a    392千円 

  6a     55千円 

  計  163a   1,895千円 

ニホンザル 

いも類 

 豆類 

 果樹類 

 野菜類 

  8a    128千円 

   8a    160千円 

  1a     10千円 

  80a    672千円 

  計 97a    970千円 

ニホンジカ 水稲 203a   2,228千円 

スギ・ヒノキ （2ha）（7,423千円） 

 

ツキノワグマ 

 

－ 

 

スギ・ヒノキ 

農作物の具体的な被害データの

報告は無いが、目撃情報があり人

身被害等の可能性もある。 

（2ha）（5,434千円） 

ハクビシン 野菜類   1a      5千円 

タヌキ 野菜類   1a      6千円 

アライグマ 果樹類   1a      6千円 

アナグマ 野菜類   4a     45千円 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、

水産業に係る被害を除く。）等を記入する。 

 



（２）被害の傾向 

 本町においては、山間地が多くを占めているため早くから鳥獣による被害が

確認され、その被害量・金額についてはピークを過ぎ、僅かではあるが減少に

転じ始めている。しかし、被害は年間を通じて報告され、町全体で発生してお

り、ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ等の野生獣による水稲・野菜に対する食害や踏み倒

し等の農作物被害が多数を占めており、さらに近年ではｱﾗｲｸﾞﾏが町内で捕獲さ

れ、生息が確認されている。また、近年、ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏの目撃情報があり、人家近

くでも目撃されているため人身被害の恐れも懸念される。 

近年の被害は、主にｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ等の野生獣が里山から人家のある

集落へ頻繁に出没し、農作物の被害に遭う頻度が高まっている。そのため、耕

作意欲を失い農業全般において深刻な被害状況となっている。  

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、被

害地域の増減傾向等）等について記入する。 

   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（平成２７年度） 目標値（平成３１年度） 

イノシシ 163a   1,895千円 150a   1,744千円 

ニホンザル 97a    970千円 75a     806千円 

ニホンジカ 203a   2,228千円 185a   2,030千円 

合 計 463a   5,093千円 410a   4,580千円 

ハクビシン   1a          5千円 被害の発生防止に努める 

タヌキ   1a      6千円 被害の発生防止に努める 

アライグマ   1a      6千円 被害の発生防止に努める 

アナグマ   4a     45千円 被害の発生防止に努める 

ツキノワグマ 目撃情報があるが不明 被害の発生防止に努める 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目標

値を記入する。 

   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 

 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

・被害地域での檻による捕獲 

・南部町猟友会の有害捕獲員に 

よる捕獲 

・特定鳥獣保護管理事業として、

管理捕獲を実施。 

・ﾆﾎﾝｻﾞﾙの集団捕獲囲いわなの設 

・捕獲員の高齢化や人員の減少で常 

時の活動が困難。 

・報告を受けて現場に出動しても、既

に居なくなっているケースが多い。 

・捕獲により被害が無くなると考える

意識が強く、結果が期待通りに出な



 置 ければ、住民の不満は増大する。 

・猟友会との連携を強化し、捕獲従事

者の確保・育成に努めていく必要が

ある。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

・中山間総合整備事業により侵 
入防止柵を延長16,151m設置 

・電気柵・防除網設置に補助金 

を交付して奨励 

・ロケット花火による追払い 

・威嚇する障害物等の設置 

・追払い用にロケット花火を必 

要に応じて配布 

・鳥獣害防止技術指導員の養成 

・柵の設置・管理が不十分な箇所から

進入される。 

・障害物を見慣れてしまうため、多種

多様なものを使う必要があり、経済

的負担が大きい。 

・猿は学習能力が高いので、花火の音

に慣れ、様々な種類の忌避剤・駆除

機材を使用しなければならない。 

（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課題

について記入する。 

   ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の導

入、捕獲鳥獣の処理方法等について記入する。 

   ３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・管

理、緩衝帯の設置、追上げ・追払い活動、放任果樹の除去等について記

入する。 

 

 

（５）今後の取組方針 

１．被害状況・原因の把握 

２．鳥獣の生息地域・生息数の調査（ﾆﾎﾝｻﾞﾙ） 

３．電気柵・防除網・防鳥網設置の更なる推進 

４．ロケット花火での追払い、発信機をつけての追跡（ﾆﾎﾝｻﾞﾙ） 

５．集団捕獲柵の設置（ﾆﾎﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ） 

６．捕獲従事者に対しての助成 

７．捕獲の担い手の育成・確保 

８．被害地域及び周辺地域での相互協力体制の確立 

９．実のなる木の植栽（現在育成中 ３１年度目途に防護柵撤去予定） 

10．放任果樹の除去（町広報・ＦＭ告知端末で啓発） 

11. ﾊｸﾋﾞｼﾝ･ﾀﾇｷ･ｱﾅｸﾞﾏについて捕獲権限の委譲を受け、被害発生時の迅速

な対応を図る 

12. 特定外来生物（ｱﾗｲｸﾞﾏ）に対する取組の実施（実施計画に基づく捕獲等） 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標を

達成するために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。 



 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

県の第ニ種特定鳥獣管理計画に基づく特定鳥獣の捕獲を猟友会に委託。 

平成２９年度より、鳥獣被害対策実施隊を設置し、猟友会との連携を行い

ながら、対象鳥獣の捕獲体制を確立していく。 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者団

体への委託等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関

わる者のそれぞれの取組内容や役割について記入する。 

   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資料

があれば添付する。 

   ３ 捕獲等を推進する上で、鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持さ

せる必要がある場合には、そのことについて記入する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２９ 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ﾀﾇｷ 

ｱﾅｸﾞﾏ 

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ 

捕獲檻を、鳥獣が頻繁に出没する地域へ設置 

（大型檻２１箇所、中型檻５箇所、小型檻６基） 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙの集団捕獲囲いわなの設置 

狩猟免許取得者への助成 

銃による捕獲・威嚇・追い払い 

ｱﾗｲｸﾞﾏについては県が実施する捕獲従事者講習会へ

の参加を呼びかけ、従事者登録を行い捕獲者の確保

に努める。 

３０ 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ﾀﾇｷ 

ｱﾅｸﾞﾏ 

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ 

捕獲檻を、鳥獣が頻繁に出没する地域へ設置 

（大型檻２１箇所、中型檻５箇所、小型檻６基） 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙの集団捕獲囲いわなの設置 

狩猟免許取得者への助成 

銃による捕獲・威嚇・追い払い 

ｱﾗｲｸﾞﾏについては県が実施する捕獲従事者講習会へ

の参加を呼びかけ、従事者登録を行い捕獲者の確保

に努める。 

３１ 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ﾀﾇｷ 

ｱﾅｸﾞﾏ 

捕獲檻を、鳥獣が頻繁に出没する地域へ設置 

（大型檻２１箇所、中型檻５箇所、小型檻６基） 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙの集団捕獲囲いわなの設置 

狩猟免許取得者への助成 

銃による捕獲・威嚇・追い払い 

ｱﾗｲｸﾞﾏについては県が実施する捕獲従事者講習会へ

の参加を呼びかけ、従事者登録を行い捕獲者の確保



ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ に努める。 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入す

る。 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

人と鳥獣の共存を目指し、計画的な保護管理として管理捕獲等を実施して、

個体群の長期にわたる安定的維持を図る。 

具体的には、 

ｲﾉｼｼ  ：里山や田畑に被害をもたらすもの 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ ：メスシカを中心 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ ：里山や田畑に被害をもたらすもの 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ･ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾀﾇｷ･ｱﾅｸﾞﾏ：被害発生箇所周辺で、ワナによる捕獲を実施し 

効率的に捕獲 

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ：人身被害発生や同一個体が住宅周辺に出没を繰り返すなど、人身 

被害が懸念される場合において最小限の捕獲 

過去５年間の捕獲実績は次のとおり（管理捕獲のみ実施） 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ   ｲﾉｼｼ    ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

平成２３年度： １８９  １０１   ７０ 

平成２４年度： １９５  ２２７   ７０ 

平成２５年度： １４７   ５２   ７２ 

平成２６年度： １７０   ８０   ７０ 

平成２７年度： ２３７   ５１   ６７ 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設定

の考え方について記入する。 

 

対象鳥獣 捕獲計画数等 

  ２９年度   ３０年度   ３１年度 

ｲﾉｼｼ 150 150 150 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 130 130 130 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 200 200 200 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ･ｱﾗｲｸﾞﾏ 

・ﾀﾇｷ･ｱﾅｸﾞﾏ 

･ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ 

被害・目撃箇所周辺において、加害個体の徹底した

捕獲を実施する。 

ツキノワグマについては、被害状況に応じた最小

限の捕獲を実施する。 



（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 
 

 捕獲等の取組内容 

猟友会や鳥獣被害対策実施隊による銃による捕獲や捕獲檻等の設置を通年に

おいて町内全域で実施する。アライグマについては、エサ場となる農地に隣接

する倉庫や寺社などに巣を作ることが多いため、近くに捕獲檻等を設置し被害

防止に努める。ツキノワグマについては、専用捕獲檻等の設置または銃器によ

り加害個体の捕獲を行う。 

 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記

入する。 

２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付す

る。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

（注） 鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、

その必要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予

定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

南部町全域 ハクビシン・タヌキ・アナグマ 

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委譲

を希望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類を記

入する（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に

関する法律（平成 19 年法律第 134 号。以下「法」という。）第４条第

３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する場

合は、該当する全ての市町村名を記入する。 

 

 

 

 



 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

２９年度 ３０年度 ３１年度 

ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞﾙ・

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

 

・中山間総合整備事業

、県単鳥獣害防除事業

等による侵入防止柵等

の整備 

 

 

・中山間総合整備事業

、県単鳥獣害防除事業

等による侵入防止柵

等の整備 

 

 

・中山間総合整備事業

、県単鳥獣害防除事業

等による侵入防止柵等

の整備 

 

 ｲﾉｼｼ ：電気柵＋下部の補強(掘り返しによる侵入防止) 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ：電気柵・防除網 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ：電気柵・防除柵 

※対象が複数の場合は柵の種類を組み合わせる。 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添付

する。 
 
 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２９ 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

花火等による追い払い 

放任果樹除去の啓発（広報・ＦＭ告知端末） 

銃による威嚇・追い払い 

鳥獣の森整備事業（実のなる木の植栽） 

３０ 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

花火等による追い払い 

放任果樹除去の啓発（広報・ＦＭ告知端末） 

銃による威嚇・追い払い 

鳥獣の森整備事業（実のなる木の植栽） 

３１ 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

花火等による追い払い 

放任果樹除去の啓発（広報・ＦＭ告知端末） 

銃による威嚇・追い払い 

鳥獣の森整備事業（実のなる木の植栽） 

（注） 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追上げ・追払い活

動、放任果樹の除去等について記入する。 

 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるお



それがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

南部町 情報収集、現地確認、付近住民への注意喚起

、関係機関への連絡、捕獲等同行 

峡南猟友会 

南部分会・富沢分会 

追払、捕獲行為の実施 

南部警察署 現場での指示 

峡南農務事務所 現場での指示、関係機関への連絡 

峡南林務環境事務所 現場での指示、関係機関への連絡 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟

友会等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき

役割を記入する。 

   ３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生

じるおそれがある場合の対処に関して、規程等を作成している場合は添

付する。 

 

（２）緊急時の連絡体制 

住民 → 南部町役場 → 南部警察署・猟友会・峡南農務事務所・峡南

林務環境事務所 

 

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により記

入する。 

 
 

６．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 南部町鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

南部町役場 協議会の運営・提言 

峡南猟友会南部分会・富沢分会 鳥獣被害防除対策への協力 

山梨県峡南農務事務所 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

山梨県峡南林務環境事務所 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

南部町森林組合 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

ふじかわ農業協同組合 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

鳥獣害防止技術指導員 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

南部町農業委員会 情報提供と被害対策への協力 

町内区長会 情報提供と被害対策への協力 



鳥獣保護管理員 情報提供と被害対策への協力 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記入

するとともに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等の名

称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

山梨県森林総合研究所 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

山梨県総合農業技術ｾﾝﾀｰ 鳥獣被害防止に関する指導・助言 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入す

る。 

   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等があ

れば添付する。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 平成２９年４月１日に設置し、本計画に基づき町長の要請により鳥獣の被

害防止活動、捕獲及び駆除等被害を軽減させるために必要な業務を行う。 

実施隊員は、役場産業振興課職員と峡南猟友会南部分会・富沢分会から構

成され、５０名以上の組織となる。 

 

（注） 法第９条に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、その規模、

構成等を記入するとともに、実施体制がわかる体制図等があれば添付す

る。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

ロケット花火等を使用して地域ぐるみで追い払いの実施や、町内各戸にある

ＦＭ告知端末を使い、出没情報や対応策の周知・広報を行う。 

（注） その他被害防止施策の実施体制に関する事項について記載する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・「山梨県管理捕獲実施要領」及び「山梨県有害鳥獣捕獲実施要領」に基づ

き捕獲後は適正に処理する。（ただし、「第２期山梨県アライグマ防除実施

計画」に基づき捕獲したアライグマについては、地中深くに埋設、もしくは

焼却処分とする。） 

 

（注） 肉としての利活用、鳥獣の保護及び管理に関する学術研究への利用、適

切な処理施設での焼却、捕獲現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処理方



法について記入する。 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項  

・食品として販売等の検討をする予定はない。 

 

（注） その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する。 
 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

該当なし 

（注） その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する。 

 


